
  韮崎市商工会からのお知らせ 

 

 

金融個別相談会のご案内  

日本政策金融公庫「一日公庫」 
韮崎市商工会では、日本政策金融公庫による融資相談や事業承継相談などを行う 

「一日公庫」を下記により開催します。 

各種資金需要の他、元本返済がスタートした「コロナ感染症関連融資制度」

についてのご相談もお受けいたします。 

※コロナ感染症関連融資制度の取り扱い期限は、令和 6年 6月末となって

おりますので、ご希望の方は令和 6年 6月 20日までにご相談ください。 

 

➢  商工会に日本公庫の融資担当者がお伺いし、直接融資や事業に関

するご相談に応じます。  

 

➢ 創業や事業承継に関するご相談なども可能です。  

 

➢ 事前に決算書等の資料を提出いただければ、より迅速に融資審査結果をご

連絡できます。 

 
 

日 時： 令和６年７月３日（水）10：00～16：00 予約制  

 

会 場： 韮崎市商工会館 韮崎市本町１－５－２５ 

 

相談員： 日本政策金融公庫担当者  

 

申込み： 裏面の参加申込票をご返送ください 

 

持ち物： 決算２期分、現在の借入状況がわかる書類（返済予定表）等 

「一日公庫」の特徴 

お申込方法は、裏面をご覧ください。 



 

  

日本政策金融公庫がご紹介する融資制度の例 

資金名 小規模事業者経営改善資金（マル経融資）  

ご利用 

いただける方 

商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者

であって、商工会等の長の推薦を受けた方 

ご融資額  2,000 万円以内 

ご返済期間 
設備資金 10年以内 （うち据置期間 2年以内） 

運転資金  7 年以内 （うち据置期間 1 年以内） 

利率（年） 特別利率Ｆ 

 

資金名 一般貸付 

ご利用 
いただける方 

事業を営むほとんどの業種の方 

（＊）金融業、投機的事業等の業種の方はご利用いただけません。 

ご融資額 
4,800 万円以内 

（＊）特定設備資金は 7,200 万円以内 

ご返済期間 
（うち据置期間） 

設備 10 年（＊）（2 年）以内 

運転 7 年（1 年）以内 

（＊）特定設備資金は 20 年以内 

利率（年） 基準利率 

（注）詳しくは当社ホームページ https://www.jfc.go.jp/ をご覧ください。 

ご相談をご希望の方は、以下の参加申込票に必要事項をご記入いただき、 

韮崎市商工会（0551-22-9500）へＦＡＸするか、右の QR コードから申し込み下さい。 

 

お名前（会社名・屋号） 代表者名 

ご住所： お電話番号： 

該当項目の□に「✓」を付けてください。 

□ 相談会に参加を希望する。（ご希望の相談をお選びください） 

・ご相談内容 □金融相談 □事業承継   □既存借入の返済  □その他   
               

・時間帯 □ 10：00～11：00 □ 11：00～12：00 
 

 

 
 

□ 13：00～14：00 □ 14：00～15：00 □ 15：00～16：00 
 

 
 
ご記入いただいたお客さまの情報は、日本政策金融公庫および韮崎市商工会が以下の利用目的の範囲内で利用いたします。 
１ 本相談会の実施・運営 ２ アンケートの実施等による調査・研究および参考情報の提供 ３ 融資制度等のご案内のためのダイレクトメ
ールの発送等（任意） 
※上記３の利用目的に同意されない方は、右の□に「✔」を付けてください。   □前３の利用目的で利用することに同意しません。 

参加申込票 

韮崎市商工会  TEL0551-22-2204  FAX0551-22-9500 

※いただいたご回答の秘密は厳守します 


